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論文内容の要旨及び論文審査の結果の要旨

論文題目：中世荘園制社会の地域構造 

 学位申請者 志賀 節子 

 論文審査担当者 

  主査 大阪大学教授 川合 康 

  副査 大阪大学教授 村田 路人 

  副査 大阪大学准教授 野村 玄 

【論文内容の要旨】

 本論文は、室町・戦国期の畿内近国の荘園村落を主な検討対象に据えて、日本中世後期における地域社会構造

を、村と領主との支配関係も含めて総体的に解明しようとするものである。本文は、序章、第Ⅰ部（全７章）、第

Ⅱ部（全６章）、あとがきから成り、総頁数はＡ５判 472 頁であり、400 字詰め原稿にして約 1100 枚にのぼる。

 序章「中世後期荘園制支配と村落」では、近年の中世後期村落史研究の研究史を整理したうえで、1980 年代か

ら活況を呈している移行期村落論が、村の自律性・主体性を重視するあまり、中世後期荘園制が果たした役割や

荘園村落内部における対抗関係、沙汰人などの中間層がもつ両属性などを捨像する傾向にあったとし、社会体制

としての荘園制の「柔構造」に注目し、中世後期荘園村落の全体構造を解明する重要性を指摘している。

第Ⅰ部「中世後期荘園の支配構造」では、中世後期における畿内近国荘園の支配実態を、年貢収取や検断を主

な視角とし、中間層の動向に着目しながら具体的に検討している。第一章｢戦国期法隆寺領播磨国鵤庄の支配機構｣

では、戦国末期まで荘園領主の直接的な支配が確認される鵤庄を取り上げ、現地支配の拠点である荘園政所が、

法隆寺から派遣された預所を中心とする｢定衆｣と、在地有力者｢内衆｣を構成員として運営されていることを解明

している。第二章｢中世後期九条家領和泉国日根庄の収取体制と荘園領主段銭｣は、戦国初期に直務支配が実現し

た日根庄の収取実態を検討し、新たな収取である両季本所段銭が成立する過程を明らかにし、室町・戦国期の荘

園領主支配の再編動向を明らかにした。第三章｢戦国期和泉国日根庄における本所検断の意義｣では、『政基公旅引

付』に基づいて、日根庄における本所検断が恣意的なものではなく、地下の検断慣行と補完関係をもちつつ、必

要に応じて独自の実質的機能を果たしたことを論証している。第四章｢中世後期における本所検断についての一考

察｣は、畿内近国の諸荘園を素材に、本所検断が庄官･沙汰人の権限に依存し、守護や幕府の補完を不可欠とする

構造をもち、本所権力の強制力装置として村落の武力が次第に実質的な役割を担うようになることを指摘してい

る。第五章｢室町期伏見庄の侍衆をめぐって｣では、侍衆の具体的な存在形態を分析し、伏見宮の警固役を固有の

義務とし、村落内有力者の集団的身分的な把握編成を通じて侍衆が成立したことを実証している。第六章｢戦国初

期京郊山科東庄における領主と村｣は、山科東庄（大宅郷）の地下を代表する三人のおとな衆の実態を分析し、彼

らが荘園の沙汰人、代官の被官、御所山の｢山守衆｣としての側面をもち、特有の義務と特権によって領主から把

握された存在であったことを論じたものである。第七章｢山科東庄の地下百姓と山科家代官大沢氏｣は、地下有力



一族と代官大沢久守との間で繰り広げられた親密な交流の実態を、ていねいに描き出したものである。

第Ⅱ部は村落や地域社会の諸動向を様々な視点から追究している。第一章｢中世後期荘園村落と検断｣では、村

の自治機能の典型とされてきた｢自検断｣について再検討を試み、それは本所検断権の実質を村が担う｢検断地下

請｣と呼ぶべき体制であったことを論じている。第二章｢和泉国日根庄入山田村･日根野村の｢村請｣｣では、日根庄

においては、室町期の惣庄による定額年貢納入契約が固定年貢額の先例として存続したが、それは村単位の｢村請｣

の成立を意味するものではなかったことを論証している。第三章｢地下請小考｣は、地下請の具体例を詳細に検討

し、地下(惣庄)が領主との間で交わした法的社会的契約によって成立することを明らかにしたものである。第四

章｢文亀二年根来寺惣分禁制｣は、この禁制の文面上の特徴や発給に至る過程を詳しく検討し、根来寺惣分が最も

強く意識したのは、本所九条家への対応であったことを指摘している。第五章｢『政基公旅引付』から見える契約･

誓約･盟約関係｣は、『旅引付』の舞台となった泉南地域において、構成員間で結ばれる様々な諸関係を具体的に明

らかにしたものである。第六章｢山科七郷と徳政一揆｣は、十五世紀後半の惣郷連合山科七郷が、日常的に展開し

た様々な権利要求のための闘争を逐一検討したうえで、それらの諸闘争と七郷が参加した徳政一揆との内的関連

を究明し、徳政一揆が七郷の諸闘争の延長上に位置づけられることを論じている。

【論文審査の結果の要旨】

本論文は、日本の中世社会を荘園制社会ととらえる立場から、畿内近国地域を主な検討対象として、中世後期

における地域社会構造を、荘園村落の中間層の活動に注目しつつ具体的に明らかにしたものである。村をあたか

も一枚岩の集団であるかのようにとらえ、その主体性や力量を過度に高く評価する近年の中世後期村落史研究の

動向に対して、実証的な成果に基づいて厳しく反省を迫る内容となっており、研究史上きわめて大きな意義を有

するものである。

 本論文の意義として第一にあげられるのは、『鵤御庄当時日記』『政基公旅引付』『看聞日記』『山科家礼記』

などの重要史料を深く読み込むことによって、沙汰人・おとな・侍衆などの中間層の存在形態、荘園現地におい

て荘園領主側の使者と地下の有力者層が出入りする政所の実態、荘園領主代官と地下有力者層との間で日常的に

展開した交流の様相など、これまでの研究では余り注目されることのなかった地域社会の実態を解明し、生き生

きと描き出すことに成功した点である。これは申請者による長年の研究の積み重ねによってもたらされた成果で

あり、今後の村落史研究の動向に大きな影響を与えることになろう。

 第二に、従来の研究では自明であるかのように用いられてきた「自検断」「地下請」「村請」「侍衆」などの

用語を、史料上にあらわれる文言の使用法に立ちかえって詳細に検討し、その意味を明確にした点である。特に、

「自検断」が守護権力の介入の排除を意味し、「地下請」が領主にとって有利な条件で年貢納入を契約するもの

であったという指摘は、「自検断」や「地下請」を中世後期村落の「自治」の指標としてきたこれまでの研究に

再考を迫るものであり、重要である。

第三に、戦国期に至るまで荘園制の支配関係が機能し続けていたことを様々な局面から明らかにし、中世後期

における荘園制の意義を積極的に評価し直した点である。この論点は、近年の室町期荘園制論の研究動向とも通

じ、今後の荘園制研究に一石を投じるものと思われる。

 但し、本論文にも問題点がないわけではない。戦国期まで荘園制が存続する要因を「荘園制の柔構造」という

曖昧な概念で説明している点などは、さらなる検討が必要であろう。とはいえ、丹念な史料収集と厳密な読解に

基づいて、中世後期の荘園村落や地域社会の実態を解明した本論文は、今後の中近世移行期の村落史研究や荘園

制研究を大きく前進させるに違いない。よって、本論文を博士（文学）の学位にふさわしいものと認定する。 


